
伊勢崎市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する

条例をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 

伊勢崎市条例第９号 

伊勢崎市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正

する条例 

（伊勢崎市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第１条 伊勢崎市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（平成１７年

伊勢崎市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「第１６条第２号」を「第１６条第１号」に改める。 

（伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例

第４５号）の一部を次のように改正する。 

第２２条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第

４項の規定により失職し」を削り、同条第４項中「、若しくは失職し」を削

る。 

第２２条の２第２号中「（法第１６条第１号に該当して失職した職員を除

く。）」を削る。 

第２３条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第

４項の規定により失職し」を削り、同条第２項第１号中「、若しくは失職し」

を削る。 

第２５条の２第７項中「当該各項に」を「これらの規定に」に改め、「、

若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定により失職し」

を削り、「当該各項の」を「それぞれ第２項、第３項又は第５項の規定の」

に改める。 

（伊勢崎市職員退職手当支給条例の一部改正） 



第３条 伊勢崎市職員退職手当支給条例（平成１７年伊勢崎市条例第４９号）

の一部を次のように改正する。 

第１２条第１項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を除く。）」

を削る。 

（伊勢崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 伊勢崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年伊

勢崎市条例第１９２号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第２項第１号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を除く。）」

を削る。 

（伊勢崎市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 

第５条 伊勢崎市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成１

７年伊勢崎市条例第１９９号）の一部を次のように改正する。 

第４条中第１号を削り、第２号を第１号とし、同条第３号中「免職」を

「懲戒免職」に改め、同号を同条第２号とし、同条中第４号を第３号とする。 

第５条第２項第１号中「前条第３号」を「前条第２号」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 

 

 

 

 

伊勢崎市森林環境譲与税基金条例をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 

伊勢崎市条例第１０号 

伊勢崎市森林環境譲与税基金条例 

（設置） 



第１条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）

第３４条第１項各号に掲げる施策の財源に充てるため、伊勢崎市森林環境譲

与税基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立額） 

第２条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方

法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代える

ことができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、こ

の基金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期

間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用するこ

とができる。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する施策の財源に充てる場合に限り、基金に属

する現金の全部又は一部を処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

伊勢崎市公民館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 



  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 

伊勢崎市条例第１１号 

伊勢崎市公民館条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市公民館条例（平成１７年伊勢崎市条例第９９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第４条中「公民館」の次に「（分館を除く。）」を加える。 

 第５条第１項中「公民館」の次に「（分館を含む。以下同じ。）」を加える。 

 別表第１伊勢崎市赤堀公民館の項の次に次のように加える。 

伊勢崎市赤堀公民館分館ホール 伊勢崎市西久保町二丁目９８番地 

 別表第１伊勢崎市境島村公民館の項の次に次のように加える。 

伊勢崎市境島村公民館分館ホール 伊勢崎市境島村１９６８番地４０ 

 別表第２境島村公民館の部第２和室の項の次に次のように加える。 

分館ホール ９４０円 ９４０円 １，４６０円 ３，３５０円 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、別表第１伊勢崎市赤

堀公民館の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

伊勢崎市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 



伊勢崎市条例第１２号 

伊勢崎市印鑑条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市印鑑条例（平成１７年伊勢崎市条例第１０８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項中「本市の」を「本市が備える」に改める。 

第５条第１号中「氏、名」の次に「、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和４

２年政令第２９２号。以下「令」という。）第３０条の１３に規定する旧氏を

いう。以下同じ。）」を加え、「住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９

２号）第３０条の２６第１項」を「令第３０条の１６第１項」に改め、「又は

氏名」の次に「、旧氏」を加え、同条第２号中「氏名」の次に「、旧氏」を加

える。 

第６条第１項第３号中「氏名（」の次に「氏に変更があった者に係る住民票

に旧氏の記載（法第６条第３項の規定により磁気ディスク（これに準ずる方法

により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）

をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。）がされている場合に

あっては氏名及び当該旧氏、」を加え、「が記録されている」を「の記載がされ

ている」に、「、氏名」を「氏名」に改め、「及び」の次に「当該」を加える。 

第１１条第２号中「又は氏」の次に「（氏に変更があった者にあっては、住

民票に記載がされている旧氏を含む。）」を加える。 

附則第４項中「引き換え」を「引換え」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和元年１１月５日から施行する。 

 

 

伊勢崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 



伊勢崎市条例第１３号 

伊勢崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例第１３

１号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第３項中「第１３条第１項及び」を「第１４条第１項並びに」に、

「から第１１条まで」を「、第９条及び第１２条」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

伊勢崎市保育所条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 

伊勢崎市条例第１４号 

伊勢崎市保育所条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市保育所条例（平成１７年伊勢崎市条例第１３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第１号中「第１条」を「第１条の５」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

 

 

伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。 



  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 

伊勢崎市条例第１５号 

伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年伊勢崎市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「法」を「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準（平成２６年内閣府令第３９号）」に改める。 

第３条第１項中「良質かつ適切な」を「良質かつ適切であり、かつ、子ども

の保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された」に改める。 

第５条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、

「利用者負担」を「第１３条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に

改め、「利用申込者の教育・保育」の次に「(法第７条第１０項第５号に規定す

る教育・保育をいう。以下同じ。）を加える。 

第６条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

条第３項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「法第２

０条第４項の規定による認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第４項

中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第５項中

「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第７条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め

る。 

第８条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「に規定

する」を「の規定による」に、「支給認定の有無」を「教育・保育給付認定の

有無」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定

の有効期間及び」を「教育・保育給付認定の有効期間、」に改める。 



第９条の見出し中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第１

項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「当該申請」を「教育・保育

給付認定の申請」に改め、同条第２項中「支給認定の」を「教育・保育給付認

定の」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１０条及び第１１条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改める。 

第１３条第１項中「（特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下この条及

び次条において同じ。）」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定

保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」

に、「法第２７条第３項第２号に掲げる額（特定教育・保育施設が特別利用保

育を提供する場合にあっては法第２８条第２項第２号に規定する市町村が定め

る額とし、特別利用教育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する市町

村が定める額とする。）」を「満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者についての法第２７条第３項第２号に掲げる額」に改め、同条第２

項中「（法第２７条第５項（法第２８条第４項において準用する場合を含む。）

の規定により市が支払う特定教育・保育に要した費用の額の一部を、支給認定

保護者に代わり特定教育・保育施設が受領すること。次条第２項において同

じ。）」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「規定

する」を「掲げる」に改め、「（その額が現に当該特定教育・保育に要した費用

を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）をいい、当該特

定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第２８条第２項

第２号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額

が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育

に要した費用の額）を、特別利用教育を提供する場合にあっては同項第３号に

規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当

該特別利用教育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した

費用の額）」及び「及び次条第２項」を削り、同条第３項中「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改め、同項第３号中「に要する費用（法第１

９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに対する食事の提供に要する費



用については主食の提供に係る費用に限り、同項第３号に掲げる小学校就学前

子どもに対する食事の提供に要する費用を除く。）」を「（次に掲げるものを除

く。）に要する費用」に改め、同号に次のように加える。 

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同

一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ（ア）又は（イ）

に定める金額未満であるものに対する副食の提供 

   （ア） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども ７７，１０１円 

   （イ） 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。イ

（イ）において同じ。） ５７，７００円（令第４条第２項第６号に規定

する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、７７，１０１円） 

イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学校、義務

教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３学年

までに在籍する子どもをいう。以下イにおいて同じ。）が同一の世帯に

３人以上いる場合にそれぞれ（ア）又は（イ）に定める者に該当するものに対す

る副食の提供（アに該当するものを除く。） 

 （ア） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３学

年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を

除く。）である者 

 （イ） 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年長

者及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

第１３条第４項第５号、第５項及び第６項中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改める。 

第１４条第１項中「法第２８条第１項に規定する特例施設型給付費を含む。」



を「法第２７条第１項の施設型給付費をいう。」に、「及び」を「、」に改め、

「第１９条」の次に「及び第３６条第３項」を加え、「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項中「特定教育・保育費用基

準額」を「費用の額」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改める。 

第１６条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

める。 

第１７条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、

「支給認定子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当

該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１８条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、

「当該支給認定子どもの保護者」を「当該教育・保育給付認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１９条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に

改め、同条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係

る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第２０条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を

「第１３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改め

る。 

第２１条第１項及び第２項ただし書、第２４条（見出しを含む。）、第２５条

並びに第２６条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め

る。 

第２７条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子

ども」に改め、同条第３項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子

どもに」に、「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係

る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第２８条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

める。 

第３０条第１項中「支給認定子ども又は支給認定保護者」を「教育・保育給

付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者」に、「当該支給認定子ども」を



「当該教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定子ども等」を「教育・保育

給付認定子ども等」に改め、同条第３項及び第４項中「支給認定子ども等」を

「教育・保育給付認定子ども等」に改める。 

第３２条第２項及び第４項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子

ども」に改める。 

第３４条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改

め、同項第１号中「に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項」を

「の規定による特定教育・保育」に改め、同項第３号中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

第３５条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子

ども」に改め、同条第３項中「を含むものとして、この章」を「を、施設型給

付費には特例施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次

条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節」に改め、「同項

第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と」の次に

「、第１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法

第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」

と、同条第４項第３号イ （ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ（イ）中

「除く」とあるのは「除き、特別利用保育を受ける者を含む」と」を加える。 

第３６条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子

ども」に改め、同条第３項中「を含む」を「を、施設型給付費には特例施設型

給付費を、それぞれ含む」に、「この章」を「前節」に、「と、「利用している

同号」とあるのは「利用している同項第１号」と、第１３条第４項第３号中

「法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに対する食事の提供に

要する費用については主食の提供に係る費用に限り、同項第３号」とあるのは

「法第１９条第１項第３号」とする」を「と、「同号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又は同項第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、「同

号に掲げる小学校就学前子どもの区分」を「同項第１号に掲げる小学校就学前

子どもの区分」と、第１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」



とあるのは「法第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、

同号イ（イ）中「を除く」とあるのは「及び特別利用教育を受ける者を除く」とす

る」に改める。 

第３７条第１項中「のうち、家庭的保育事業（児童福祉法第６条の３第９項

に規定する家庭的保育事業をいう。以下同じ。）にあっては、その」を「（事業

所内保育事業を除く。）の」に、「）の数を」を「）の数は、家庭的保育事業に

あっては」に、「Ａ型をいう」を「Ａ型をいう。第４２条第３項第１号におい

て同じ」に、「Ｂ型をいう」を「Ｂ型をいう。第４２条第３項第１号において

同じ」に、「にあっては、その利用定員の数を」を「にあっては」に、「第６項」

を「第４項」に、「（児童福祉法第６条の３第１１項に規定する居宅訪問型保育

事業をいう。以下同じ。）にあっては、その利用定員の数を」を「にあっては」

に改め、同条第２項中「（児童福祉法第６条の３第１２項に規定する事業所内

保育事業をいう。以下同じ。）」を削る。 

第３８条第１項中「（居宅訪問型保育事業を行う者にあっては、同条第２項

に規定する居宅訪問型保育連携施設）」を削り、「利用者負担」を「第４３条の

規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。 

第３９条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

め、同条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ど

も」を「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

以下この章において同じ。）」に、「支給認定に基づき」を「教育・保育給付認

定に基づき」に、「支給認定子どもが」を「満３歳未満保育認定子どもが」に

改め、同条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

め、同条第４項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、

「場合は、」の次に「速やかに、」を加え、「（居宅訪問型保育事業を行う者にあ

っては、同条第２項に規定する居宅訪問型保育連携施設）」及び「速やかに」

を削る。 

第４０条第２項中「法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 



第４１条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

第４２条第１項中「除く。」の次に「以下この項から第５項までにおいて同

じ。」を加え、同項第１号中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ど

も」に改め、同項第２号中「をいう。」を「をいう。以下この条において同じ。」

に改め、同項第３号中「受けていた支給認定子ども」を「受けていた満３歳未

満保育認定子ども」に、「利用する支給認定子ども」を「利用する満３歳未満

保育認定子ども」に、「支給認定子どもに係る支給認定保護者」を「満３歳未

満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中

「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、「（居宅訪問型保

育事業を行う者にあっては、居宅訪問型保育連携施設。以下同じ。）」を削り、

同項を同条第９項とし、同条第３項中「を行う者であって、第３７条第２項の

規定により定める利用定員が２０人以上のもの」を「（第３７条第２項の規定

により定める利用定員が２０人以上のものに限る。次項において「保育所型事

業所内保育事業」という。）を行う者」に改め、同項を同条第７項とし、同項

の次に次の１項を加える。 

８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３第１２

項第２号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの（附

則第５項において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）について

は、第１項の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

第４２条第２項中「前項」を「第１項」に改め、「（第４項において「居宅訪

問型保育連携施設」という。）」を削り、同項を同条第６項とし、同条第１項の

次に次の４項を加える。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全て

を満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用しないこととすることが

できる。 

⑴ 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う

者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

⑵ 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に

支障が生じないようにするための措置が講じられていること。 



３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る連携協

力を行う者として適切に確保しなければならない。 

⑴ 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所

（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所におい

て代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事

業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ

型事業者等」という。） 

⑵ 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案

して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しない

こととすることができる。 

５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第５９条第１

項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに

限る。）であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に

係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

⑴ 法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置する施設

（児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものに限

る。） 

⑵ 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務又は同法第３９条第１項

に規定する業務を目的とする施設であって、同法第６条の３第９項第１号

に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に

係る地方公共団体の補助を受けているもの 

第４３条第１項中「（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。

以下この条及び第５０条において準用する第１４条において同じ。）」を削り、

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「（当該特定地域

型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第３０条第２

項第２号に規定する市町村が定める額とし、特定利用地域型保育を提供する場

合にあっては同項第３号に規定する市町村が定める額とする。）」を削り、同条



第２項中「（法第２９条第５項（法第３０条第４項において準用する場合を含

む。）の規定により市が支払う特定地域型保育に要した費用の額の一部を、支

給認定保護者に代わり特定地域型保育事業者が受領すること。）」を削り、「支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「（その額が現に当該

特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に

要した費用の額）をいい、当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を

提供する場合にあっては法第３０条第２項第２号に規定する内閣総理大臣が定

める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要

した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）

を、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定利用地

域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要

した費用の額）」を削り、同条第３項から第６項までの規定中「支給認定保護

者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第４６条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を

「第４３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改め

る。 

第４７条第１項及び第２項ただし書中「支給認定子ども」を「満３歳未満保

育認定子ども」に改める。 

第４９条第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改

め、同項第２号中「に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項」を

「の規定による特定地域型保育」に改め、同項第３号中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

第５０条中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者、特定地域型

保育事業所及び特定地域型保育」に、「第１４条第１項」を「第１１条中「教

育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども

（満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

以下この節において同じ。）について」と、第１２条の見出し中「教育・保育」

とあるのは「地域型保育」と、第１４条の見出し中「施設型給付費」とあるの

は「地域型保育給付費」と、同条第１項」に、「法第２８条第１項に規定する



特例施設型給付費を含む。以下この項及び第１９条において同じ。）」を「法第

２７条第１項の施設型給付費をいう。以下この項、第１９条及び第３６条第３

項」に、「法第３０条第１項に規定する特例地域型保育給付費を含む。以下こ

の項及び第１９条において同じ。）」と読み替える」を「法第２９条第１項の地

域型保育給付費をいう。以下この項及び第１９条」と、「施設型給付費の」と

あるのは「地域型保育給付費の」と、同条第２項中「特定教育・保育提供証明

書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第１９条中「施設型給付費」

とあるのは「地域型保育給付費」と読み替える」に改める。 

第５１条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改

め、同条第２項中「支給認定子ども及び」を「教育・保育給付認定子ども及び」

に、「同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を

「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定子どもを」を「教育・保育給付

認定子どもを」に改め、同条第３項中「特別利用地域型保育を含むものとして、

この章（第３９条第２項及び第４０条第２項を除く。）の規定を適用する」を

「特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第

３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、

それぞれ含むものとして、この章（第４０条第２項を除き、前条において準用

する第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。次条第３項にお

いて同じ。）、第１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までを含

む。）の規定を適用する。この場合において、第３９条第２項中「利用の申込

みに係る法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは

「利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども」

と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以

下この章において同じ。）」とあるのは「法第１９条第１項第１号又は第３号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第５２条第

１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利

用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「同号」とあるのは

「同項第３号」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家

族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育



認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた

順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基

本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第４３条第１項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用

地域型保育の対象となる法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除

く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは

「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３

項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食

事の提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費

用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする」に改める。 

第５２条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子

ども」に改め、同条第３項中「特定地域型保育には特定利用地域型保育を含む

ものとして、この章の規定を適用する」を「特定地域型保育には特定利用地域

型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むもの

として、この章の規定を適用する。この場合において、第４３条第１項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用

地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳未満保育認定子どもに限

る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、同条第２項中「法第２

９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特

定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子どもに係

る第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とす

る」に改める。 

附則第２項中「保育所」の次に「（法附第６条第１項に規定する特定保育所

をいう。以下同じ。）」を加え、「（法第２７条第３項第２号に掲げる額（特定教

育・保育施設が」とあるのは「（当該特定教育・保育施設が」と、「定める額と



する。）をいう。）」とあるのは「定める額をいう。）」を「教育・保育給付認定

保護者（満３歳未満保育認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者

（満３歳未満保育認定子ども（特定保育所（法附則第６条第１項に規定する特

定保育所をいう。次項において同じ。）から特定教育・保育（保育に限る。第

１９条において同じ。）を受ける者を除く。以下この項において同じ。）」と、

同条第２項中「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育（特定

保育所における特定教育・保育（保育に限る。）を除く。）」に改め、「同条第２

項中「（法第２７条第３項第１号に規定する額」とあるのは「（法附則第６条第

３項の規定により読み替えられた法第２８条第２項第１号に規定する内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定教育・保育

に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）」

と、」を削る。 

附則第４項の前の見出し並びに同項及び第５項を削り、附則第６項を附則第

４項とする。 

附則第７項中「特定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者（特例保

育所型事業所内保育事業者を除く。）」に、「第２項」を「第６項」に、「５年」

を「１０年」に改め、同項を附則第５項とする。 

附 則 

 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 



伊勢崎市条例第１６号 

伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関

する条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例（平成２７年伊勢崎市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認

定子ども」を「教育・保育給付認定こども」に改め、同条各号を次のように改

める。 

⑴ 満３歳以上教育・保育給付認定子ども（子ども・子育て支援法施行令

（平成２６年政令第２１３号。以下「令」という。）第４条第１項に規定

する満３歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。） ０円 

⑵ 満３歳未満保育認定子ども（令第４条第２項に規定する満３歳未満保育

認定子どもをいう。以下同じ。） 別表第１に定める額 

第４条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第５条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「別表第３」を「別表第２」

に改める。 

第６条中「別表第４」を「別表第３」に改める。 

第７条中「別表第５」を「別表第４」に改める。 

第８条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第９条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

別表第１を削る。 

別表第２を次のように改め、同表を別表第１とする。 

別表第２（第３条関係） 

階層区分 

利用者負担の額 （月額） 

保育標準時間 保育短時間 

Ａ階 生 活 保 護 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 ０円 ０円 



層 法律第１４４号）による被

保 護 世 帯 （ 単 給 世 帯 を 含

む。以下同じ。）及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法

律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 ３ ０

号）による支援給付受給世

帯 

  

Ｂ １

階層 

Ａ階層を

除き、当

該年度の

４月分か

ら８月分

までの利

用者負担

の額の算

定にあっ

ては前年

度分の、

当該年度

の９月分

から３月

分までの

算定にあ

っては当

該年度分 

市町村民税非課

税世帯 

０円 ０円 

Ｂ ２

階層 

市町村民税均等

割のみ課税世帯 

３，０００円 

（１，５００円） 

３，０００円 

（１，５００円） 

Ｃ １

階層 

市町村民税所得

割課税額 

４８，６００円

未満 

９，２００円 

（４，６００円） 

９，０００円 

（４，５００円） 

Ｃ ２

階層 

市町村民税所得

割課税額 

４８，６００円

以上７２，８０

０円未満 

１５，０００円 

（７，５００円） 

１４，６００円 

（７，３００円） 

Ｃ ３

階層 

市町村民税所得

割課税額 

７２，８００円 

１９，０００円 

（９，５００円） 

１８，５００円 

（９，２５０円） 



 の市町村

民税の額

の区分が

右欄の区

分に該当

する世帯 

以上９７，００

０円未満 

  

Ｃ ４

階層 

市町村民税所得

割課税額 

９７，０００円

以上１３３，０

００円未満 

２５，０００円 

（１２，５００

円） 

２４，４００円 

（１２，２００

円） 

Ｃ ５

階層 

市町村民税所得

割課税額 

１３３，０００

円以上１６９，

０００円未満 

３２，０００円 

（１６，０００

円） 

３１，３００円 

（１５，６５０

円） 

Ｃ ６

階層 

市町村民税所得

割課税額 

１６９，０００

円以上３０１，

０００円未満 

３８，０００円 

（１９，０００

円） 

３７，１００円 

（１８，５５０

円） 

Ｃ ７

階層 

市町村民税所得

割課税額 

３０１，０００

円以上３９７，

０００円未満 

４０，０００円 

（２０，０００

円） 

３９，１００円 

（１９，５５０

円） 

Ｃ ８

階層 

市町村民税所得

割課税額 

３９７，０００

円以上 

４２，０００円 

（２１，０００

円） 

４１，１００円 

（２０，５５０

円） 

備考 



１ この表における「保育標準時間」とは法第２０条第３項に規定する

保育必要量を１日１１時間までと市長が認めたものをいい、「保育短時

間」とは１日８時間までと認めたものをいう。 

２ この表における「均等割」とは地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいい、「所得割課税額」

とは令第４条第２項第２号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。 

３ 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同

一の世帯に属する者が、令第１５条の３第２項第１号ロの規定により読

み替えた場合に地方税法第２９５条第１項第２号の規定により所得割が

課されないこととなる者であるとき、又は子ども・子育て支援法施行規

則（平成２６年内閣府令第４４号）第２１条の２第２項の規定により読

み替えた場合に地方税法第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦若し

くは同項第１２号に規定する寡夫に該当する所得割の納税義務者である

ときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、同法第２９５

条第１項第２号、第３１４条の２第１項第８号及び第３項並びに第３１

４条の６（寡婦又は寡夫に関する部分に限る。）の規定の例により算定

した市町村民税の額に基づいて階層区分を認定する。 

４ Ｂ２階層又はＣ階層に属する世帯であって、令第１３条第２項に規

定する負担額算定基準子どもが同一世帯に２人以上いる場合における満

３歳未満保育認定子どもの利用者負担の額は、次のとおりとする。 

⑴ 令第１３条に規定する負担額算定基準子どものうち最年長の満３  

歳未満保育認定子ども この表に定める額 

⑵ 令第１３条第１項第１号に掲げる満３歳未満保育認定子ども この 

表の括弧内の額 

⑶ 令第１３条第１項第２号に掲げる満３歳未満保育認定子ども ０円 

５ ４の規定にかかわらず、Ｂ２階層又はＣ階層（所得割課税額が５７，

７００円未満である世帯に限る。）に属する世帯であって、令第１４条

に規定する特定被監護者等が２人以上いる場合における満３歳未満保育

認定子どもの利用者負担の額は、次のとおりとする。 

⑴ 令第１４条第１号に掲げる満３歳未満保育認定子ども この表の括 



弧内の額 

⑵ 令第１４条第２号に掲げる満３歳未満保育認定子ども ０円 

６ ４又は５の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者の属する

世帯に令第４条第２項第６号に規定する要保護者等に該当する者がいる

場合における満３歳未満保育認定子どもの利用者負担の額は、次のとお

りとする。 

   ⑴ Ｂ２階層に属する世帯の満３歳未満保育認定子ども ０円 

⑵ Ｃ階層に属する世帯（所得割課税額が７７，１０１円未満である世

帯に限る。）の満３歳未満保育認定子どもであって、⑶以外のもの 

 １，５００円 

⑶ Ｃ階層に属する世帯（所得割課税額が７７，１０１円未満である世

帯に限る。）の満３歳未満保育認定子どもであって、令第１４条第２

号に掲げるもの ０円 

７ ４から６までの規定に該当しない世帯であって、市長が別に定める

要件を満たす場合における第３子以降の満３歳未満保育認定子どもの利

用者負担の額は、０円とする。 

８ この表の規定にかかわらず、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第６条の４に規定する里親（以下「里親」という。）に委託されて

いる満３歳未満保育認定子どもにおける利用者負担の額は、０円とする。 

別表第３中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

表を別表第２とする。 

 別表第４を別表第３とし、別表第５を別表第４とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担に関する条例の規定は、令和元年１０月以後の利用者負担について適用し、

同年９月以前の利用者負担については、なお従前の例による。 

 



伊勢崎市文化会館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 

伊勢崎市条例第１７号 

伊勢崎市文化会館条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市文化会館条例（平成１８年伊勢崎市条例第４４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表１の項の表中「浴室」を「シャワー室」に、 

「       

 小会議室 １，４２０円 ２，２００円 ２，８６０円  を 

     」 

「       

 小会議室 １，４２０円 ２，２００円 ２，８６０円  
に、 

 特別会議室 ２，０９０円 ３，１９０円 ４，１８０円  

     」 

「       

 第 １ 展 示 室 （ レ

セ プ シ ョ ン ホ ー

ル１） 

６，０４０円 ９，１２０円 １２，１００

円 

 を 

  市民展示に利

用する場合 

２，３９０円 ３，５９０円 ４，７８０円  

 第 ２ 展 示 室 （ レ

セ プ シ ョ ン ホ ー

ル２） 

２，７４０円 ４，１８０円 ５，５００円  

  市民展示に利

用する場合 

１，１００円 １，６４０円 ２，２００円  



 第 ３ 展 示 室 （ レ

セ プ シ ョ ン ホ ー

ル３） 

２，７４０円 ４，１８０円 ５，５００円  

  市民展示に利

用する場合 

８３０円 １，２４０円 １，６５０円  

      」 

「       

 第 １ 展 示 室 （ レ

セ プ シ ョ ン ホ ー

ル１） 

６，０４０円 ９，１２０円 １２，１００

円 

 

に 

  市民展示に利

用する場合 

８３０円 １，２４０円 １，６５０円  

 第 ２ 展 示 室 （ レ

セ プ シ ョ ン ホ ー

ル２） 

２，７４０円 ４，１８０円 ５，５００円  

  市民展示に利

用する場合 

８３０円 １，２４０円 １，６５０円  

 第 ３ 展 示 室 （ レ

セ プ シ ョ ン ホ ー

ル３） 

２，７４０円 ４，１８０円 ５，５００円  

  市民展示に利

用する場合 

８３０円 １，２４０円 １，６５０円  

 第４展示室 ２，７４０円 ４，１８０円 ５，５００円  

  市民展示に利

用する場合 

８３０円 １，２４０円 １，６５０円  

 第５展示室 ２，７４０円 ４，１８０円 ５，５００円  

  市民展示に利

用する場合 

８３０円 １，２４０円 １，６５０円  

      」 



改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１７日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の伊勢崎市文化会館条例別表に規定するシャワー室、

特別会議室及び展示室の利用に係る利用許可の申請その他の行為については、

この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

 

 

伊勢崎市下水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 

伊勢崎市条例第１８号 

伊勢崎市下水道条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市下水道条例（平成１７年伊勢崎市条例第１８４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第９条第１項第５号アを次のように改める。 

ア 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たっ

て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

第９条第１項第５号中エをオとし、ウをエとし、イをウとし、アの次に次の

ように加える。 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



伊勢崎市下水道事業の公営企業化及び水道事業との組織統合に伴う関係条例

の整備に関する条例をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 

伊勢崎市条例第１９号 

伊勢崎市下水道事業の公営企業化及び水道事業との組織統合に伴う関係

条例の整備に関する条例 

 （伊勢崎市部設置条例の一部改正） 

第１条 伊勢崎市部設置条例（平成１７年伊勢崎市条例第１５号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条第１１号中エを削り、オをエとし、カをオとする。 

（伊勢崎市情報公開条例の一部改正） 

第２条 伊勢崎市情報公開条例（平成１７年伊勢崎市条例第１７号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第１号並びに第１６条第３項及び第４項ただし書中「水道事業の管

理者」を「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改める。 

（伊勢崎市個人情報保護条例の一部改正） 

第３条 伊勢崎市個人情報保護条例（平成１７年伊勢崎市条例第１８号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条第１号中「水道事業の管理者」を「上下水道事業の管理者の権限を

行う市長」に改める。 

（伊勢崎市職員定数条例の一部改正） 

第４条 伊勢崎市職員定数条例（平成１７年伊勢崎市条例第２５号）の一部を

次のように改正する。 

  第１条中「水道局」を「上下水道局」に改める。 

  第２条中「１，０７９人」を「１，０４８人」に、「水道局」を「上下水

道局」に、「５２人」を「８３人」に改める。 



（伊勢崎市都市環境整備基金条例の一部改正） 

第５条 伊勢崎市都市環境整備基金条例（平成１７年伊勢崎市条例第７３号）

の一部を次のように改正する。 

  第６条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１

号ずつ繰り上げる。 

（伊勢崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正） 

第６条 伊勢崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成１７年伊勢崎

市条例第１８５号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「市長」を「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以

下「管理者」という。）」に改める。 

  第４条、第８条、第９条、第１０条第１項及び第３項、第１３条第２項、

第１４条、第１５条、第１６条第１項及び第３項並びに第１８条から第２３

条までの規定中「市長」を「管理者」に改める。 

  第２４条中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

（伊勢崎市公共下水道水洗便所普及促進条例の一部改正） 

第７条 伊勢崎市公共下水道水洗便所普及促進条例（平成１７年伊勢崎市条例

第１８６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「市長が」を「上下水道事業の管理者の権限を行う市長

（以下「管理者」という。）が」に、「市長の」を「管理者の」に改める。 

  第５条第２項第４号中「市長」を「管理者」に改める。 

  第６条第１項中「規則」を「企業管理規程」に、「市長」を「管理者」に

改める。 

  第７条中「市長」を「管理者」に改め、同条第２号中「規則」を「企業管

理規程」に改める。 

  第８条中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

（伊勢崎市公共下水道水洗便所改造資金融資促進条例の一部改正） 

第８条 伊勢崎市公共下水道水洗便所改造資金融資条例（平成１７年伊勢崎市

条例第１８７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

  第３条第１項中「市長」を「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以



下「管理者」という。）」に改め、同条第３項中「市長」を「管理者」に改め

る。 

  第８条中「規則」を「企業管理規程」に、「市長」を「管理者」に改める。 

  第９条中「市長」を「管理者」に改める。 

  第１０条第１項中「規則」を「企業管理規程」に、「市長」を「管理者」

に改め、同条第２項中「市長」を「管理者」に改める。 

  第１２条中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

（伊勢崎市農業集落排水施設条例の一部改正） 

第９条 伊勢崎市農業集落排水施設条例（平成１７年伊勢崎市条例第１８９号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条を次のように改める。 

  （趣旨） 

 第１条 この条例は、農業集落排水施設の管理等に関し必要な事項を定める

ものとする。 

  第２条を削り、第３条を第２条とする。 

第４条中「市長」を「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管

理者」という。）」に改め、同条を第３条とする。 

第５条第１項及び第２項中「規則」を「企業管理規程」に、「市長」を

「管理者」に改め、同条を第４条とする。 

第６条中「伊勢崎市下水道条例施行規則（平成１７年伊勢崎市規則第１６

５号）」を「企業管理規程」に、「伊勢崎市下水道条例」を「伊勢崎市公共下

水道条例」に、「「下水道条例」を「「公共下水道条例」に改め、同条を第５

条とする。 

第７条第１項中「市長」を「管理者」に改め、同条第３項中「規則」を

「企業管理規程」に改め、同条を第６条とし、第８条を第７条とする。 

第９条中「規則」を「企業管理規程」に、「市長」を「管理者」に改め、

同条を第８条とする。 

第１０条第１項中「市」を「管理者」に改め、同条第２項中「市長」を

「管理者」に改め、同条を第９条とする。 

第１１条中「下水道条例」を「公共下水道条例」に改め、同条を第１０条



とし、第１２条を第１１条とする。 

第１３条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第１２条とする。 

第１４条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第１３条とする。 

第１５条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第１４条とし、第１６条

を第１５条とする。 

第１７条中「下水道条例」を「公共下水道条例」に改め、同条を第１６条

とする。 

第１８条中「規則」を「企業管理規程」に改め、同条を第１７条とする。 

第１９条第１号中「第６条」を「第５条」に改め、同条第２号中「第８条」

を「第７条」に改め、同条第３号中「第９条」を「第８条」に改め、同条第

４号中「第１４条」を「第１３条」に改め、同条を第１８条とし、第２０条

を第１９条とする。  

別表を削る。 

（伊勢崎市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正） 

第１０条 伊勢崎市農業集落排水事業分担金徴収条例（平成１７年伊勢崎市条

例第１９０号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「市長」を「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以

下「管理者」という。）」に改める。 

  第４条中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

  第５条及び第６条中「市長」を「管理者」に改める。 

  第８条中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

 （伊勢崎市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１１条 伊勢崎市水道事業の設置等に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例

第１９１号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

伊勢崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 

第１条に次の１項を加える。 

２ 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水

質の保全に資するため、公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域

生活排水処理事業（以下「下水道事業」という。）を設置する。 



第７条第１項中「水道事業」を「上下水道事業」に、「毎事業年度」を「、

毎事業年度」に改め、同条第２項第３号中「水道事業」を「上下水道事業」

に改め、同条第３項中「できるだけ」を「、できるだけ」に改め、同条を第

８条とし、同条の次に次の１条を加える。 

  （委任） 

 第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

第６条中「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条を第７条とする。 

第５条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の２第８項」に、

「、水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条を第６条とする。 

第４条中「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条を第５条とする。 

第３条第１項中「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」

という。）」を「法」に、「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条第２

項中「水道事業」を「上下水道事業」に、「水道局」を「上下水道局」に改

め、同条を第４条とする。 

第２条第１項中「水道事業」の次に「及び下水道事業（以下「上下水道事

業」という。）」を加え、同条第２項から第４項までを次のように改める。 

２ 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。 

⑴ 給水区域は、本市の区域内（境島村及び境平塚の一部を除く。）並び

に埼玉県本庄市上仁手、太田市新田上中町の一部及び太田市世良田町の

一部とする。 

⑵ 給水人口は、２２万人とする。 

⑶ １日最大給水量は、１０万６，０００立方メートルとする。 

３ 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。 

⑴ 排水区域は、本市の都市計画法（昭和４３年法律１００号）第５条

に規定する都市計画区域とする。 

⑵ 排水人口は、１９万９，３５０人とする。 

⑶ １日最大排水量は、１１万２０９立方メートルとする。 

⑷ 排除方法は、分流式とする。 

４ 農業集落排水事業の排水施設の名称、位置及び処理区域は、別表に掲げ

るとおりとする。 



第２条に次の１項を加える。 

５ 特定地域生活排水処理事業の処理区域は、本市の区域内のうち、告示で

定める区域とする。 

第２条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。 

（法の全部適用） 

第２条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）

第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第

１条第２項の規定により、下水道事業に法の全部を適用する。 

  附則の次に次の別表を加える。 

別表（第３条関係） 

排水施設の名称 位置 処理区域 

三郷地区農業集落排

水処理施設 

安堀町１７５５

番地１ 

波志江町の一部、安堀町の一部 

書上地区農業集落排

水処理施設 

三和町３１１５

番地 

三和町の一部 

赤堀曲沢地区農業集

落排水処理施設 

曲沢町７０３番

地１４ 

西久保町二丁目の一部、曲沢町

の一部、赤堀鹿島町、香林町二

丁目の一部 

赤堀間野谷地区農業

集落排水処理施設 

間野谷町１７番

地２ 

間野谷町 

赤堀香林地区農業集

落排水処理施設 

香林町一丁目１

３４７番地１ 

香林町一丁目、香林町二丁目の

一部、野町の一部 

赤堀西野地区農業集

落排水処理施設 

西野町４８５番

地２ 

西野町の一部 

あずま東部地区農業

集落排水処理施設 

平井町１５８０

番地 

田部井町三丁目の一部、小泉町

の一部、東小保方町の一部、平

井町 

あずま向原地区農業

集落排水処理施設 

田部井町三丁目

３８８番地 

国定町一丁目の一部、田部井町

一丁目の一部、田部井町二丁目



の一部、田部井町三丁目の一部 

あずま国定地区農業

集落排水処理施設 

田部井町三丁目

２６７０番地 

国定町一丁目の一部、田部井町

一丁目の一部、田部井町三丁目

の一部、曲沢町の一部 

（伊勢崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第１２条 伊勢崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年

伊勢崎市条例第１９２号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

伊勢崎市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

  第１条中「伊勢崎市企業職員（以下「企業職員」という。）」を「水道事業、

公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業（以下

「上下水道事業」という。）に勤務する企業職員（以下「上下水道事業職員」

という。）」に改める。 

  第２条第１項中「企業職員」を「上下水道事業職員」に改める。 

  第４条中「水道事業」を「上下水道事業」に改める。 

  第２２条中「企業職員」を「上下水道事業職員」に改める。 

（伊勢崎市給水条例の一部改正） 

第１３条 伊勢崎市給水条例（平成１７年伊勢崎市条例第１９４号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第１項中「伊勢崎市水道事業の設置等に関する条例」を「伊勢崎市

水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」に、「第２条第２項」を

「第２条第２項第１号」に改め、同条第２項中「水道事業」を「上下水道事

業」に改める。 

  第４２条中「管理者が別に」を「企業管理規程で」に改める。 

（伊勢崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改

正） 

第１４条 伊勢崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

（平成１７年伊勢崎市条例第２５３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３号ア及び第４号中「水道事業の管理者」を「上下水道事業の管

理者の権限を行う市長」に改める。 



（伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する条例

の一部改正） 

第１５条 伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関す

る条例（平成２２年伊勢崎市条例第２０号）の一部を次のように改正する。   

 「    

目次中
 第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 処理区域の告示（第３条） 

 
を「第１章 総則（第 

   」  

 １条・第２条）」に、「第３章」を「第２章」に、「第４条―第７条」を「第

３条―第６条」に、「第４章」を「第３章」に、「第８条―第１０条」を「第

７条―第９条」に、「第５章」を「第４章」に、「第１１条―第１３条」を

「第１０条―第１２条」に、「第６章」を「第５章」に、「第１４条―第２２

条」を「第１３条―第２１条」に、「第７章」を「第６章」に、「第２３条―

第２７条」を「第２２条―第２６条」に、「第８章」を「第７章」に、「第２

８条」を「第２７条」に、「第９章」を「第８章」に、「第２９条―第３１条」

を「第２８条―第３０条」に、「第１０章」を「第９章」に、「第３２条・第

３３条」を「第３１条・第３２条」に改める。 

第２章を削る。 

第４条第１項中「規則」を「企業管理規程」に、「市長」を「上下水道事

業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）」に改め、同条第２

項から第４項までの規定中「市長」を「管理者」に改め、第３章中同条を第

３条とし、第５条を第４条とする。 

  第６条中「規則」を「企業管理規程」に改め、同条を第５条とする。 

  第７条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第６条とする。 

  第３章を第２章とする。 

  第８条中「市長」を「管理者」に改め、第４章中同条を第７条とする。 

  第９条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第８条とする。 

  第１０条中「市長」を「管理者」に、「第８条第２項」を「第７条第２項」

に改め、同条を第９条とする。 

  第４章を第３章とする。 



  第１１条中「市長」を「管理者」に改め、第５章中同条を第１０条とする。 

第１２条第２項中「伊勢崎市下水道条例」を「伊勢崎市公共下水道条例」

に、「市長」を「管理者」に改め、同条を第１１条とする。 

第１３条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第１２条とする。 

第５章を第４章とする。 

第６章中第１４条を第１３条とする。 

第１５条第１項中「市長」を「管理者」に改め、同条を第１４条とし、第

１６条を第１５条に、第１７条を第１６条とする。 

第１８条第１項中「第２２条」を「第２１条」に、「市長」を「管理者」

に改め、同条第２項中「市長」を「管理者」に改め、同条第３項中「第４条

第２項から第４項まで」を「第３条第２項から第４項まで」に改め、同条を

第１７条とする。 

第１９条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第１８条とし、第２０条

を第１９条とする。 

第２１条ただし書中「市長」を「管理者」に改め、同条を第２０条とする。 

第２２条第１項中「第８条第２項」を「第７条第２項」に改め、同項ただ

し書中「第８条第１項」を「第７条第１項」に改め、同条第２項中「第８条

第２項」を「第７条第２項」に、「市長」を「管理者」に改め、同条を第２

１条とする。 

第６章を第５章とする。 

第２３条第１項中「市」を「管理者」に改め、同条第２項ただし書中「市

長」を「管理者」に改め、第７章中同条を第２２条とし、第２４条を第２３

条とする。 

第２５条第１項及び第３項中「市長」を「管理者」に改め、同条を第２４

条とする。 

第２６条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第２５条とする。 

第２７条第１項中「市長」を「管理者」に改め、同条を第２６条とする。 

第７章を第６章とする。 

第２８条第１項及び第２項中「市長」を「管理者」に改め、同条第３項中

「第１４条」を「第１３条」に、「第３０条、第３２条第２号及び第３号並



びに第３３条」を「第２９条、第３１条第２号及び第３号並びに第３２条」

に改め、第８章中同条を第２７条とする。 

第８章を第７章とする。 

第２９条第１項中「市長」を「管理者」に改め、第９章中同条を第２８条

とする。 

第３０条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第２９条とする。 

  第３１条中「規則」を「企業管理規程」に改め、同条を第３０条とする。 

第９章を第８章とする。 

第３２条第１号中「第１２条第２項」を「第１１条第２項」に改め、同条

第２号中「第１４条」を「第１３条」に改め、同条第３号中「第１５条第１

項」を「第１４条第１項」に改め、第１０章中同条を第３１条とし、第３３

条を第３２条とする。 

第１０章を第９章とする。 

別表第１中「第８条関係」を「第７条関係」に改める。 

別表第２中「第２４条関係」を「第２３条関係」に改める。 

（伊勢崎市水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正） 

第１６条 伊勢崎市水道事業の剰余金の処分等に関する条例（平成２４年伊勢

崎市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

伊勢崎市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例 

  第１条中「伊勢崎市水道事業（以下「水道事業」という。）」を「水道事業、

公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業（以下

「上下水道事業」という。）」に、「水道事業の」を「上下水道事業の」に改

める。 

  第２条第１項中「水道事業」を「上下水道事業」に改める。   

（伊勢崎市公共下水道事業区域外流入分担金に関する条例の一部改正） 

第１７条 伊勢崎市公共下水道事業区域外流入分担金に関する条例（平成２５

年伊勢崎市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「市長」を「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管

理者」という。）」に改める。 



  第５条及び第６条第２項中「市長」を「管理者」に改める。 

第７条中「伊勢崎市下水道条例」を「伊勢崎市公共下水道条例」に、「市

長」を「管理者」に改める。 

  第８条中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

（伊勢崎市債権管理条例の一部改正） 

第１８条 伊勢崎市債権管理条例（平成３０年伊勢崎市条例第４６号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条第１号中「水道事業」の次に「、公共下水道事業、農業集落排水事

業、特定地域生活排水処理事業」を加える。 

 （伊勢崎市公共下水道事業費特別会計条例等の廃止） 

第１９条 次に掲げる条例は、廃止する。 

⑴ 伊勢崎市公共下水道事業費特別会計条例（平成１７年伊勢崎市条例第５

５号） 

⑵ 伊勢崎市農業集落排水事業費特別会計条例（平成１７年伊勢崎市条例第

５６号） 

⑶ 伊勢崎市公共下水道事業の設置等に関する条例（平成１７年伊勢崎市条

例第１８３号） 

⑷ 伊勢崎市特定地域生活排水処理事業費特別会計条例（平成２２年伊勢崎

市条例第１０号） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（伊勢崎市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、第２条の

規定による改正前の伊勢崎市情報公開条例の規定により市長若しくは水道事

業の管理者がした処分、手続その他の行為又は市長若しくは水道事業の管理

者に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後に新たに上下水道事業

の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）がすることとなる事

務に係るものは、同日以後においては、管理者がした処分、手続その他の行

為又は管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。 



（伊勢崎市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 施行日の前日までに、第３条の規定による改正前の伊勢崎市個人情報保護

条例の規定により市長若しくは水道事業の管理者がした処分、手続その他の

行為又は市長若しくは水道事業の管理者に対してなされた請求その他の行為

で、施行日以後に新たに上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管

理者」という。）がすることとなる事務に係るものは、同日以後においては、

管理者がした処分、手続その他の行為又は管理者に対してなされた請求その

他の行為とみなす。 

（伊勢崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

４ 施行日の前日までに、第６条の規定による改正前の伊勢崎市公共下水道事

業受益者負担に関する条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為

又は市長に対してなされた届出その他の行為は、同条の規定による改正後の

伊勢崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定により管理者がした

処分、手続その他の行為又は管理者に対してなされた届出その他の行為とみ

なす。 

（伊勢崎市公共下水道水洗便所普及促進条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 施行日の前日までに、第７条の規定による改正前の伊勢崎市公共下水道水

洗便所普及促進条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市

長に対してなされた申請その他の行為は、同条の規定による改正後の伊勢崎

市公共下水道水洗便所普及促進条例の規定により管理者がした処分、手続そ

の他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。 

（伊勢崎市公共下水道水洗便所改造資金融資促進条例の一部改正に伴う経過

措置） 

６ 施行日の前日までに、第８条の規定による改正前の伊勢崎市公共下水道水

洗便所改造資金融資促進条例の規定により市長がした処分、手続その他の行

為又は市長に対してなされた申請その他の行為は、同条の規定による改正後

の伊勢崎市公共下水道水洗便所改造資金融資促進条例の規定により管理者が

した処分、手続その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為

とみなす。 



（伊勢崎市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置） 

７ 施行日の前日までに、第９条の規定による改正前の伊勢崎市農業集落排水

施設条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対して

なされた申請その他の行為は、同条の規定による改正後の伊勢崎市農業集落

排水施設条例の規定により管理者がした処分、手続その他の行為又は管理者

に対してなされた申請その他の行為とみなす。 

８ 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

（伊勢崎市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正に伴う経過措置） 

９ 施行日の前日までに、第１０条の規定による改正前の伊勢崎市農業集落排

水事業分担金徴収条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為は、

同条の規定による改正後の伊勢崎市農業集落排水事業分担金徴収条例の規定

により管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。 

（伊勢崎市水道事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

１０ この条例の施行の際現に第９条の規定による改正前の伊勢崎市農業集落

排水施設条例第１条の規定により設置されていた農業集落排水施設、第１６

条の規定による改正前の伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化

槽の整備に関する条例（次項において「旧特定地域生活排水処理事業条例」

という。）第１条の規定により設置されていた特定地域生活排水処理事業及

び第２０条の規定による廃止前の伊勢崎市公共下水道事業の設置に関する条

例第１条の規定により設置されていた公共下水道事業は、第１１条の規定に

よる改正後の伊勢崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（次項

及び附則第１２項において「新水道事業等設置等条例」という。）第１条第

２項の規定によりそれぞれ設置されたものとみなす。 

１１ 施行日の前日までに、旧特定地域生活排水処理事業条例第３条の規定に

より市長が定めた処理区域及びその告示は、新水道事業等設置等条例第３条

第５項の規定により定めた処理区域及びその告示とみなす。 

１２ 下水道事業に係る令和元年１０月１日から３月３１日までの業務の状況

については、新水道事業等設置等条例第８条の規定は、適用しない。 

（伊勢崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改



正に伴う経過措置） 

１３ 施行日の前日までに、第１４条の規定による改正前の伊勢崎市行政手続

等における情報通信の技術の利用に関する条例の規定により市長若しくは水

道事業の管理者がした処分、手続その他の行為又は市長若しくは水道事業の

管理者に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後に新たに上下水道

事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）がすることとな

る事務に係るものは、同日以後においては、管理者がした処分、手続その他

の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。 

（伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する条例

の一部改正に伴う経過措置） 

１４ 施行日の前日までに、第１５条の規定による改正前の伊勢崎市特定地域

生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する条例の規定により市長が

した処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為は、

同条の規定による改正後の伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄

化槽の整備に関する条例の規定により管理者がした処分、手続その他の行為

又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。 

１５ 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。 

（伊勢崎市公共下水道事業区域外流入分担金に関する条例の一部改正に伴う

経過措置） 

１６ 施行日の前日までに、第１７条の規定による改正前の伊勢崎市公共下水

道事業区域外流入分担金に関する条例の規定により市長がした処分、手続そ

の他の行為は、同条の規定による改正後の伊勢崎市公共下水道事業区域外流

入分担金に関する条例の規定により管理者がした処分、手続その他の行為と

みなす。 

（伊勢崎市公共下水道事業費特別会計条例、伊勢崎市農業集落排水事業費特

別会計条例及び伊勢崎市特定地域生活排水処理事業費特別会計条例の廃止に

伴う経過措置） 

１７ 第１９条の規定による廃止前の伊勢崎市公共下水道事業費特別会計条例、

伊勢崎市農業集落排水事業費特別会計条例及び伊勢崎市特定地域生活排水処



理事業費特別会計条例の規定によりそれぞれ設置されていた公共下水道事業、

農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業の各特別会計に帰属してい

た資産、債権及び債務は、第１１条の規定による改正後の伊勢崎市水道事業

及び下水道事業の設置等に関する条例第３条の規定により設置される公共下

水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業の各企業会計に

それぞれ帰属するものとする。 

１８ 第１９条の規定による廃止前の伊勢崎市公共下水道事業費特別会計条例、

伊勢崎市農業集落排水事業費特別会計条例及び伊勢崎市特定地域生活排水処

理事業費特別会計条例それぞれによる伊勢崎市公共下水道事業費特別会計、

伊勢崎市農業集落排水事業費特別会計及び伊勢崎市特定地域生活排水処理事

業費特別会計に係る令和元年度の歳入及び歳出並びに決算については、それ

ぞれなお従前の例による。 

 

 

 

伊勢崎市都市下水路条例をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

伊勢崎市条例第２０号 

伊勢崎市都市下水路条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」とい

う。）その他の法令で定めるもののほか、市が設置する都市下水路の設置、

維持その他の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 下水、汚水及び都市下水路 法第２条に規定する下水、汚水及び都市下

水路をいう。 



⑵ 管渠
きょ

 排水管又は排水渠
きょ

をいう。 

⑶ 量水標等物件 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第２条第７項に規

定する量水標等又は下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号。以下

「令」という。）第１７条の２第１号に規定する工作物をいう。 

⑷ 電線等 電線又は令第１７条の２第２号に規定する工作物をいう。 

⑸ 熱交換器等 熱交換器又は令第１７条の２第３号に規定する工作物をい

う。 

（排水施設及び処理施設に共通する構造の基準） 

第３条 排水施設（これを補完する施設を含む。次条において同じ。）及び処

理施設（これを補完する施設を含む。）に共通する構造の基準は、次のとお

りとする。 

⑴ 堅固で耐久力を有する構造とすること。 

⑵ コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸

入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排

除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有

するものとすることができる。 

⑶ 屋外にあるもの（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるお

それのないものとして規則で定めるものを除く。）にあっては、覆い又は

柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講

ぜられていること。 

⑷ 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス

鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられ

ていること。 

⑸ 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可

撓
とう

継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。 

（排水施設の構造の基準） 

第４条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとす

る。 

⑴ 排水管の内径及び排水渠
きょ

の断面積は、規則で定める数値を下回らないも

のとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させる



ことができるものとすること。 

⑵ 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢

工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。 

⑶ 暗渠
きょ

その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激

に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和

する措置が講ぜられていること。 

⑷ 暗渠
きょ

である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇

所その他管渠
きょ

の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。 

⑸ ます又はマンホールには、蓋（汚水を排除すべきます又はマンホールに

あっては、密閉することができる蓋）を設けること。 

（適用除外） 

第５条 前２条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。 

⑴ 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路 

⑵ 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路 

（都市下水路の維持管理の技術上の基準） 

第６条 法第２８条第２項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技

術上の基準は、次のとおりとする。 

⑴ しゅんせつは、１年に１回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障が

ない部分については、この限りでない。 

⑵ 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、１月に１

回以上行うこと。 

（行為の許可） 

第７条 法第２４条第１項の許可を受けようとするものは、申請書に次に掲げ

る図面を添付して、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変

更をしようとするときも、同様とする。 

⑴ 施設又は工作物その他の物件（以下「物件」という。）を設ける場所を

表示した平面図 

⑵ 物件の配置及び構造を表示した図面 

２ 前項の申請書の様式は、規則で定める。 

（許可を要しない軽微な変更） 



第８条 法第２４条第１項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の

機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で前条の許可を受け

て設けた物件（地上に存する部分に限る。）に対する添加であって許可を受

けた当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとす

る。 

（占用） 

第９条 都市下水路の敷地又は排水施設に物件（以下この条において「占用物

件」という。）を設け継続して都市下水路の敷地又は排水施設を占用しよう

とする者は、規則で定めるところにより申請書を提出して市長の許可を受け

なければならない。ただし、占用物件の設置について第７条の許可を受けた

ときは、その許可をもって占用の許可とみなす。 

２ 市は、前項の占用を受けた者から伊勢崎市公共物管理条例（平成１７年伊

勢崎市条例第１６８号）を準用して占用料を徴収する。ただし、次に掲げる

占用物件については、この限りでない。 

⑴ 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件 

⑵ 国の行う事業に係る占用物件 

⑶ 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）

第２条第１項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件 

（占用許可の基準） 

第１０条 市長は、都市下水路の排水施設の暗渠
きょ

である構造の部分に量水標等

物件、電線等及び熱交換器等の占用に係る前条第１項の申請があった場合に

おいては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、量水標等物件、

電線等及び熱交換器等が次項から第４項までに掲げる基準にそれぞれ適合す

るものである場合に限り、当該占用を許可することができる。 

２ 量水標等物件の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 量水標等物件を設置する箇所が下水の排除及び暗渠
きょ

の管理上著しい支障

を及ぼすおそれが少ない箇所であること。 

⑵ 量水標等物件を設置する管渠
きょ

の断面積に占める当該量水標等物件の断面

積の割合が下水の排除及び暗渠
きょ

管理上支障のないものであること。 

⑶ 量水標等物件の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、



耐食性及び耐水性のあるものであること。 

⑷ 量水標等物件の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠
きょ

の構造及び

機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、都市下水路管理者の監理の下

に行われること。 

⑸ 量水標等物件は、原則として電圧のかからないものであること。 

⑹ その他都市下水路の管理上支障とならないものであること。 

３ 電線等の基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠
きょ

の管理上支障のない箇所で

あること。 

⑵ 電線等を設置する管渠
きょ

の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び

電線の本数が下水の排除及び暗渠
きょ

の管理上支障のないものであること。 

⑶ 電線等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性

及び耐水性のあるものであること。 

⑷ 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠
きょ

の構造及び機能に

影響を及ぼさないものであり、かつ、都市下水路管理者の監理の下に行わ

れること。 

⑸ 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。 

⑹ その他都市下水路の管理上支障とならないものであること。 

４ 熱交換器等の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 熱交換器等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠
きょ

の管理上著しい支障を

及ぼすおそれが少ない箇所であること。 

⑵ 熱交換器等を設置する管渠
きょ

の断面積に占める当該熱交換器等の断面積の

割合が下水の排除及び暗渠
きょ

の管理上著しい支障を及ぼさないものであるこ

と。 

⑶ 熱交換器等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐

食性及び耐水性のあるものであること。 

⑷ 地震によって都市下水路による下水の排除に支障が生じないように可撓
とう

継手の設置その他の措置が講ぜられていること。 

⑸ 熱交換器等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠
きょ

の構造及び機

能に影響を及ぼさないものであり、かつ、都市下水路管理者の監理の下に



行われること。 

⑹ 熱交換器等は、原則として電圧のかからないものであること。 

⑺ 熱交換器等の温度が過度に上昇又は低下をする場合は、耐熱材等を設け

ること。 

⑻ 熱交換器等の内部を流れる熱源水は、都市下水路に当該熱源水が流入し

た場合であっても、都市下水路の管理上著しい支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

⑼ その他都市下水路の管理上支障とならないものであること。 

（原状回復） 

第１１条 前条第１項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を

設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を

廃止したときは、当該占用物件を除却し、都市下水路を原状に回復しなけれ

ばならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めると

きは、この限りでない。 

２ 市長は、前条第１項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又

は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすること

ができる。 

 （占用料の減免） 

第１２条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例

で定める占用料を減額し、又は免除することができる。 

 （委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。 

（罰則） 

第１４条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処する。 

⑴ 第７条第１項の規定による申請書又は書類で不実の記載のあるものを提

出した申請者 

⑵ 第１１条第２項の規定による指示に従わなかった者 

第１５条 偽りその他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収

を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超



えないときは、５万円とする。）以下の過料に処する。 

第１６条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員

が、その法人又は人の業務に関して前２条の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に附則第５項の規定による改正前の伊勢崎市下水道

条例（以下「旧条例」という。）第３５条第１項の許可を受けている者は、

第１０条第１項の許可を受けたものとみなす。 

３ 前項の規定により第１０条第１項の許可を受けたものとみなされた者につ

いての第９条第２項本文及び第１１条第１項の規定の適用については、その

者が旧条例第３５条第１項の許可を受けた日を第１０条第１項の許可を受け

た日とみなす。 

４ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）の前日までに、旧条例の規定により市長がした処分、手続その他の行

為又は市長に対してなされた申請その他の行為（都市下水路に係るものに限

る。）は、この条例の相当規定により市長がした処分、手続その他の行為又

は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。 

（伊勢崎市下水道条例の一部改正） 

５ 伊勢崎市下水道条例（平成１７年伊勢崎市条例第１８４号）の一部を次の

ように改正する。 

  題名を次のように改める。 

伊勢崎市公共下水道条例 

 「    「  

 
目次中 

第３章 都市下水路（第４１条・第４２条）  
を  第３ 

 第４章 罰則（第４３条―第４５条）  

   」    



   

章 罰則（第４１条―第４３条）  に改める。 

 」  

  第１条中「及び都市下水路」を削り、「並びに公共下水道の使用」を「及

び使用」に改める。 

第２条第１号中「、都市下水路」を削り、同条第９号中「規則」を「企業

管理規程」に改める。 

第３条第３号中「規則」を「企業管理規程」に改め、同条第４号中「市長」

を「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）」に

改め、同条第５号中「市長」を「管理者」に改め、同条第６号中「規則」を

「企業管理規程」に改める。 

第５条第１項中「規則」を「企業管理規程」に、「市長」を「管理者」に

改め、同条第２項中「規則」を「企業管理規程」に、「市長」を「管理者」

に改める。 

第６条第１項中「市長」を「管理者」に改め、同条第３項中「規則」を

「企業管理規程」に改める。 

第７条中「規則」を「企業管理規程」に、「市長」を「管理者」に改める。 

第８条第２項並びに第９条第１項及び第３項中「市長」を「管理者」に改

める。 

第１１条第２項中「市長」を「管理者」に改め、同項第１号中「規則」を

「企業管理規程」に改め、同条第３項中「市長」を「管理者」に改める。 

第１２条並びに第１３条第１項及び第３項中「市長」を「管理者」に改め

る。 

第１４条第１項中「規則」を「企業管理規程」に改め、同条第２項第６号

及び第８号中「市長」を「管理者」に改める。 

第１５条第１項中「規則」を「企業管理規程」に、「市長」を「管理者」

に改める。 

第１６条第１項中「市長」を「管理者」に改める。 

第１８条第３項中「規則」を「企業管理規程」に改め、同項ただし書中

「市長」を「管理者」に改める。 



第２０条第１項中「規則」を「企業管理規程」に、「市長」を「管理者」

に改める。 

第２１条第１項及び第２項中「規則」を「企業管理規程」に、「市長」を

「管理者」に改める。 

第２２条第１項中「市」を「管理者」に改め、同条第２項及び第３項中

「市長」を「管理者」に改める。 

第２４条第１項第１号ただし書、第２号及び第３号中「市長」を「管理者」

に改め、同項第４号中「規則」を「企業管理規程」に、「市長」を「管理者」

に改め、同条第３項中「市長」を「管理者」に改める。 

第２５条中「市長」を「管理者」に改める。 

第２７条第３号及び第５号、第２８条第１号、第２９条第２号並びに第３

１条第６号中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

第３２条第１項中「市長」を「管理者」に改め、同条第２項中「規則」を

「企業管理規程」に改める。 

第３４条第１項中「規則」を「企業管理規程」に、「市長」を「管理者」

に改め、同条第２項中「市は」を「管理者は」に改める。 

第３５条第１項及び第３６条中「市長」を「管理者」に改める。 

第３７条第２項及び第３項第２号中「市長」を「管理者」に改め、同条第

４項中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

第３８条第１項及び第３９条中「市長」を「管理者」に改める。 

第４０条中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

第３章を削る。 

第４３条第７号及び第８号中「（第４１条において準用する場合を含む。）」

を削り、第４章中同条を第４１条とし、第４４条を第４２条とし、第４５条

を第４３条とする。 

第４章を第３章とする。 

 （伊勢崎市下水道条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ 施行日の前日までに、旧条例の規定により市長がした処分、手続その他の

行為又は市長に対してなされた申請その他の行為（都市下水路に係るものを

除く。）は、それぞれ前項の規定による改正後の伊勢崎市公共下水道条例の



相当規定により上下水道事業の管理者の権限を行う市長がした処分、手続そ

の他の行為又は上下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してなされた申

請その他の行為とみなす。 

７ 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

 

 

 

伊勢崎市水道料金審議会条例の一部を改正する等の条例をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 

伊勢崎市条例第２１号 

（伊勢崎市水道料金審議会条例の一部改正） 

第１条 伊勢崎市水道料金審議会条例（平成１７年伊勢崎市条例第１９３号）

の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

伊勢崎市水道料金等審議会条例 

第１条中「水道事業」の次に「及び下水道事業（公共下水道事業、農業集

落排水事業及び特定地域生活排水処理事業をいう。）」を加え、「伊勢崎市水

道料金審議会」を「伊勢崎市水道料金等審議会」に改める。 

第２条中「水道料金」の次に「、公共下水道使用料その他市長が特に必要

と認める事項」を加える。 

第３条第２項第７号中「指定した団体を代表する」を「適当と認める」に

改める。 

第７条中「水道局」を「上下水道局」に改める。 

（伊勢崎市公共下水道使用料等審議会条例の廃止） 

第２条 伊勢崎市公共下水道使用料等審議会条例（平成１８年伊勢崎市条例第



４９号）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （伊勢崎市水道料金審議会条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正前の伊勢崎市水道料金審議会条例（以下「旧条例」

という。）の規定により置かれた伊勢崎市水道料金審議会は、同条の規定に

よる改正後の伊勢崎市水道料金等審議会条例（以下「新条例」という。）の

規定により置く伊勢崎市水道料金等審議会となり、同一性をもって存続する

ものとする。 

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、旧条例の

規定により行った手続、調査審議その他の行為は、新条例の相当規定により

なされたものとみなす。 

 （伊勢崎市公共下水道使用料等審議会条例の廃止に伴う経過措置） 

４ 施行日の前日までに、第２条の規定による廃止前の伊勢崎市公共下水道使

用料等審議会条例の規定により行った手続、調査審議その他の行為は、新条

例中これに相当する規定がある場合には、当該相当する規定によりなされた

ものとみなす。 

 （伊勢崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

５ 伊勢崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年伊勢

崎市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

 「    

  公共下水道使用料等審議会会長 日額 １０，３００円  

 別表第１中 同 委員 日額 ９，１００円 を 

  水道料金審議会会長 日額 １０，３００円  

     」 

 「     

  水道料金等審議会会長 日額 １０，３００円  に改める。 

     」 

 



 

伊勢崎市給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 

伊勢崎市条例第２２号 

伊勢崎市給水条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市給水条例（平成１７年伊勢崎市条例第１９４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３３条第１項第２号中 

「     

 指定給水装置工事事業者指定手数料 １０，０００円  を 

   」  

「     

 指定給水装置工事事業者指定手数料 １０，０００円  

に 
 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 １０，０００円  

   」  

改める。 

第３７条第１項中「第５条」を「第６条」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

 

 

伊勢崎市病院事業の地方公営企業法全部適用及び病院事業管理者の設置に伴

う関係条例の整備に関する条例をここに公布する。 



  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 

伊勢崎市条例第２３号 

伊勢崎市病院事業の地方公営企業法全部適用及び病院事業管理者の設置

に伴う関係条例の整備に関する条例 

 （伊勢崎市情報公開条例の一部改正） 

第１条 伊勢崎市情報公開条例（平成１７年伊勢崎市条例第１７号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第１号中「消防長」の次に「、病院事業管理者」を加える。 

 （伊勢崎市個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 伊勢崎市個人情報保護条例（平成１７年伊勢崎市条例第１８号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「消防長」の次に「、病院事業管理者」を加える。 

（伊勢崎市防災会議条例の一部改正） 

第３条 伊勢崎市防災会議条例（平成１７年伊勢崎市条例第２３号）の一部を

次のように改正する。 

  第３条第６項中「２３人」を「２４人」に改める。 

 （伊勢崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第４条 伊勢崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年

伊勢崎市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１市民病院名誉院長の項を削る。 

 （伊勢崎市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第５条 伊勢崎市病院事業の設置等に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例第

２０１号）の一部を次のように改正する。 

第９条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第１２条とする。 

第８条第１項中「市長」を「管理者」に、「関し」を「関し、」に、「作成」

を「市長に提出」に改め、同条第２項中「作成」を「提出」に改め、同項第



３号中「市長」を「管理者」に改め、同条第３項中「作成」を「提出」に、

「市長」を「管理者」に改め、同条を第１１条とする。 

第７条中「基づき」を「より」に改め、同条を第１０条とし、第６条を第

９条とする。 

第５条中「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」とい

う。）」を「法」に改め、同条を第８条とする。 

第４条中「病院」を「伊勢崎市民病院」に改め、同条に次の２項を加える。 

２ 介護老人保健施設ひまわりは、介護老人保健施設事業として入所及び通

所サービスを提供し、その定員は、次のとおりとする。 

⑴ 入所者 ５０人 

⑵ 通所者 １５人 

３ 訪問看護ステーションいせさきは、主治医の指示に基づき、訪問看護事

業を提供する。 

第４条を第６条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（組織） 

第７条 法第１４条の規定により、病院事業管理者（以下「管理者」とい

う。）の権限に属する事務を処理させるため、経営企画部を置く。 

第３条中「伊勢崎市民病院（以下「病院」という。）」を「病院事業」に改

め、同条を第５条とし、第２条の次に次の２条を加える。 

（附帯事業） 

第３条 病院事業の附帯事業として次の各号に掲げる事業を行い、その名称

は当該各号のとおりとする。 

⑴ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介護老人保健施

設事業（以下「介護老人保健施設事業」という。） 介護老人保健施設

ひまわり 

⑵ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）、健康

保険法（大正１１年法律第７０号）及び介護保険法に規定する訪問看護

事業（以下「訪問看護事業」という。） 訪問看護ステーションいせさ

き 

（法の適用） 



第４条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）

第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第

１条第１項の規定により、病院事業（附帯事業を含む。以下同じ。）に法

第２条第２項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。 

 （伊勢崎市民病院使用料及び手数料条例の一部改正） 

第６条 伊勢崎市民病院使用料及び手数料条例（平成１７年伊勢崎市条例第２

０２号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

伊勢崎市病院事業の使用料等に関する条例 

第１条中「伊勢崎市民病院の使用料及び手数料」を「病院事業（介護老人

保健施設事業及び訪問看護事業を含む。以下同じ。）の使用料、手数料及び

利用料（以下「使用料等」という。）」に改める。 

第２条第１項第２号中「に消費税相当額を加算した額」を削り、同項第３

号中「５，５００円（消費税相当額を含む。）」を「５，０００円」に改め、

同項第４号中「２，７５０円（消費税相当額を含む。）」を「２，５００円」

に改め、同項第５号中「５，５００円（消費税相当額を含む。）」を「５，０

００円」に改め、同項第６号中「別表第１の２」を「別表第２」に改め、同

条第２項中「にあって」を「及び手数料の額」に、「市長が別に」を「企業

管理規程で」に改め、同条第３項及び第４項を次のように改める。 

３ 利用料の額は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１２

年厚生省告示第１９号）により算定した額 

⑵ 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成１

２年厚生省告示第２１号）により算定した額 

⑶ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成

１８年厚生労働省告示第１２７号）により算定した額 

４ 前各項において、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）の規定により消費税及び地方消費税が課さ

れるものにあっては、算出された額に消費税及び地方消費税に相当する額

を加算して徴収する。 



第３条の見出し中「及び手数料の納入方法」を「等の納入」に改め、同条

中「使用料及び手数料は、次に掲げるものを除き」を「使用料等は」に改め、

同条に次のただし書を加える。 

ただし、入院に係る本人負担分及び特別病室の使用料は病院事業管理者

（以下「管理者」という。）が指定する日までとする。 

第３条各号を削る。 

  第４条を次のように改める。 

（使用料等の減免） 

 第４条 管理者は、必要があると認めるときは、第２条の使用料等を減額し、

又は免除することができる。 

第５条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第７条とする。 

第４条の３中「市長」を「管理者」に改め、同条を第６条とする。 

第４条の２中「市長」を「管理者」に改め、同条を第５条とする。 

別表第１中「１３，２００円」を「１２，０００円」に、「５，５００円」

を「５，０００円」に、「２，２００円」を「２，０００円」に改め、同表

新生児室の項を削り、同表備考を削る。 

別表第２及び別表第３を削る。 

別表第１の２中「１３，２００円」を「１２，０００円」に、「５，５０

０円」を「５，０００円」に、「４，４００円」を「４，０００円」に改め、

同表備考を削り、同表を別表第２とする。 

 （伊勢崎市民病院駐車場条例の一部改正） 

第７条 伊勢崎市民病院駐車場条例（平成１７年伊勢崎市条例第２０３号）の

一部を次のように改正する。 

  第１条を次のように改める。 

（設置） 

第１条 伊勢崎市民病院（介護老人保健施設ひまわり及び訪問看護ステーシ

ョンいせさきを含む。）の利用者（以下「利用者」という。）のため伊勢崎

市民病院駐車場（以下「駐車場」という。）を設置する。 

第５条を削る。 

第４条ただし書中「市長」を「管理者」に改め、同条第１号及び第２号中



「１００円」の次に「（消費税相当額を含む。）」を加え、同条を第５条とす

る。 

第３条ただし書中「市長」を「管理者」に改め、同条を第４条とする。 

第２条を削り、第１条の次に次の２条を加える。 

（名称及び位置） 

第２条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

伊勢崎市民病院第１駐車場 伊勢崎市連取本町３番地２ 

伊勢崎市民病院第２駐車場 伊勢崎市連取本町１２番地１ 

伊勢崎市民病院第３駐車場 伊勢崎市連取本町１３番地５ 

伊勢崎市民病院第４駐車場 伊勢崎市連取本町１４番地７ 

伊勢崎市民病院第５駐車場 伊勢崎市連取本町４番地４ 

（駐車できる自動車） 

第３条 駐車場に駐車できる自動車は、道路運送車両法（昭和２６年法律第

１８５号）第３条に掲げる自動車のうち、普通自動車、小型自動車及び軽

自動車とする。ただし、病院事業管理者（以下「管理者」という。）が必

要があると認めるときは、これら以外の自動車を駐車させることができる。 

第６条ただし書、第７条、第８条及び第９条ただし書中「市長」を「管理

者」に改める。 

第１０条中「規則で」を「管理者が別に」に改める。 

（伊勢崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改

正） 

第８条 伊勢崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平

成１７年伊勢崎市条例第２５３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３号ア中「若しくは消防長」を「、消防長若しくは病院事業管理

者」に改め、同条第４号中「又は消防長」を「、消防長又は病院事業管理者」

に改める。 

（伊勢崎市国民保護協議会条例の一部改正） 

第９条 伊勢崎市国民保護協議会条例（平成１８年伊勢崎市条例第８号）の一

部を次のように改正する。 



  第２条第１項中「５２人」を「５３人」に改める。 

 （伊勢崎市病院事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正） 

第１０条 伊勢崎市病院事業の剰余金の処分等に関する条例（平成２４年伊勢

崎市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「伊勢崎市病院事業（以下「病院事業」という。）」を「病院事業

（介護老人保健施設事業及び訪問看護事業を含む。以下同じ。）」に改める。 

第２条第１項中「市長」を「病院事業管理者（以下「管理者」という。）」

に改める。 

第４条第２項中「市長」を「管理者」に改める。 

第５条中「市長」を「管理者」に改める。 

（伊勢崎市債権管理条例の一部改正） 

第１１条 伊勢崎市債権管理条例（平成３０年伊勢崎市条例第４６号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条第１号中「、病院事業、介護老人保健施設事業及び訪問看護事業」

を「及び病院事業」に改める。 

 （伊勢崎市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例等の廃止） 

第１２条 次に掲げる条例は、廃止する。 

⑴ 伊勢崎市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例（平成１７年伊勢

崎市条例第２０４号） 

⑵ 伊勢崎市訪問看護事業の設置等に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例

第２０５号） 

⑶ 伊勢崎市介護老人保健施設事業の剰余金の処分等に関する条例（平成２

４年伊勢崎市条例第２３号） 

⑷ 伊勢崎市訪問看護事業の剰余金の処分等に関する条例（平成２４年伊勢

崎市条例第２５号） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（伊勢崎市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、第２条の



規定による改正前の伊勢崎市情報公開条例の規定により市長がした処分、手

続その他の行為又は市長に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後

に新たに病院事業管理者がすることとなる事務に係るものは、同日以後にお

いては、病院事業管理者がした処分、手続その他の行為又は病院事業管理者

に対してなされた請求その他の行為とみなす。 

（伊勢崎市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 施行日の前日までに、第３条の規定による改正前の伊勢崎市個人情報保護

条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなさ

れた請求その他の行為で、施行日以後に新たに病院事業管理者がすることと

なる事務に係るものは、同日以後においては、病院事業管理者がした処分、

手続その他の行為又は病院事業管理者に対してなされた請求その他の行為と

みなす。 

（伊勢崎市病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ この条例の施行の際現に第１２条の規定による廃止前の伊勢崎市介護老人

保健施設事業の設置等に関する条例第１条の規定により設置されていた介護

老人保健施設事業及び伊勢崎市訪問看護事業の設置等に関する条例第１条の

規定により設置されていた訪問看護事業は、第５条の規定による改正後の伊

勢崎市病院事業の設置等に関する条例第３条の規定により病院事業の附帯事

業としてそれぞれ設置されたものとみなす。 

５ 施行日の前日までに、第５条の規定による改正前の伊勢崎市病院事業の設

置等に関する条例並びに第１２条の規定による廃止前の伊勢崎市介護老人保

健施設事業の設置等に関する条例及び伊勢崎市訪問看護事業の設置等に関す

る条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為は、それぞれ第５条

の規定による改正後の伊勢崎市病院事業の設置等に関する条例の相当規定に

より病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。 

 （伊勢崎市民病院使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ この条例の施行の際現に第１２条の規定による廃止前の伊勢崎市介護老人

保健施設事業の設置等に関する条例及び伊勢崎市訪問看護事業の設置等に関

する条例の規定により徴収すべき利用料は、それぞれ第６条の規定による改

正後の伊勢崎市民病院使用料等に関する条例の相当規定により徴収すべき利



用料とみなす。 

７ 施行日の前日までに、第６条の規定による改正前の伊勢崎市民病院使用料

及び手数料条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為は、施行日

以後においては、病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。 

（伊勢崎市民病院駐車場条例の一部改正に伴う経過措置） 

８ 施行日の前日までに、第７条の規定による改正前の伊勢崎市民病院駐車場

条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為は、施行日以後におい

ては、病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。 

（伊勢崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改

正に伴う経過措置） 

９ 施行日の前日までに、第８条の規定による改正前の伊勢崎市行政手続等に

おける情報通信の技術の利用に関する条例の規定により市長がした処分、手

続その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後

に新たに病院事業管理者がすることとなる事務に係るものは、同日以後にお

いては、病院事業管理者がした処分、手続その他の行為又は病院事業管理者

に対してなされた申請その他の行為とみなす。 

 （伊勢崎市病院事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

１０ 施行日の前日までに、第１０条の規定による改正前の伊勢崎市病院事業

の剰余金の処分等に関する条例並びに第１２条の規定による廃止前の伊勢崎

市介護老人保健施設事業の剰余金の処分等に関する条例及び伊勢崎市訪問看

護事業の剰余金の処分等に関する条例の規定により市長がした処分、手続そ

の他の行為は、それぞれ第１０条の規定による改正後の伊勢崎市病院事業の

剰余金の処分等に関する条例の相当規定により病院事業管理者がした処分、

手続その他の行為とみなす。 

（伊勢崎市介護老人保健施設事業の剰余金の処分等に関する条例及び伊勢崎

市訪問看護事業の剰余金の処分等に関する条例の廃止に伴う経過措置） 

１１ 施行日の属する年度の前事業年度に生じた剰余金の施行日以後における

処分等については、なお従前の例による。この場合において、第１２条の規

定による廃止前の伊勢崎市介護老人保健施設事業の剰余金の処分等に関する



条例及び伊勢崎市訪問看護事業の剰余金の処分等に関する条例中「市長」と

あるのは、「病院事業管理者」と読み替えるものとする。 

 

 

 

伊勢崎市病院事業職員定数条例をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 

伊勢崎市条例第２４号 

伊勢崎市病院事業職員定数条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７２条第３

項の規定に基づき、病院事業（介護老人保健施設事業及び訪問看護事業を含

む。）に常時勤務する企業職員（６月以内の期間を定めて雇用される者を除

く。以下「職員」という。）の定数に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 病院事業の職員 ７７６人 

⑵ 介護老人保健施設事業の職員 ３０人 

⑶ 訪問看護事業の職員 ８人 

 （定数外の職員） 

第３条 次に掲げる職員については、前条に定める職員の定数外に置くことが

できる。 

⑴ 休職中の職員 

⑵ 結核性疾患等による長期の療養休暇中の職員 

⑶ 他の地方公共団体に派遣を命ぜられた職員 

⑷ 伊勢崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１７年伊勢



崎市条例第３５号）第２条第１項の規定により派遣された職員 

⑸ 育児休業の承認を受けている職員 

⑹ 自己啓発等休業の承認を受けている職員 

⑺ 配偶者同行休業の承認を受けている職員 

 （職員の定数の配分） 

第４条 第２条に掲げる職員の定数の配分は、病院事業管理者が定める。   

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（伊勢崎市職員定数条例の一部改正） 

２ 伊勢崎市職員定数条例（平成１７年伊勢崎市条例第２５号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１条中「、消防、病院等」を「及び消防」に改める。 

 「      

  消防職員 ２６０人   
「 

  

  病院事業の職員 ７７６人   
消防職員 ２ 

 総計 １， 
  第２条中 介護老人保健施設事業の職員 ３０人  を  

  訪問看護事業の職員 ８人    

   総計 ２，５７８人      

   」     

       

 ６０人 

７６４人 

 

 
に改める。 

 
 

  

   」    

 

 

 

伊勢崎市病院事業管理者の給与等に関する条例をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 



伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 

伊勢崎市条例第２５号 

伊勢崎市病院事業管理者の給与等に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３

項の規定に基づき、病院事業管理者（以下「管理者」という。）の給与及び

旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （給与の種類） 

第２条 前条の給与とは、給料、通勤手当及び期末手当とする。 

 （給料額） 

第３条 管理者の給料額は、月額８１万円とする。 

（通勤手当） 

第４条 管理者の通勤手当の額は、伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例

（平成１７年伊勢崎市条例第４５号）の適用を受ける職員（以下「一般職の

職員」という。）の例による。 

（期末手当） 

第５条 管理者の期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下これらの日を

「基準日」という。）にそれぞれ在職する管理者に対してそれぞれ基準日の

属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職

した管理者についても、同様とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退職した管理者にあっては、退

職した日現在）において管理者が受けるべき給料月額とその額に１００分の

２０の割合を乗じて得た額を合算した額に１００分の２２０を乗じて得た額

に基準日以前６箇月以内の期間における管理者の在職期間の次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

⑴ ６箇月 １００分の１００ 

⑵ ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

⑶ ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 



⑷ ３箇月未満 １００分の３０ 

３ 前２項に定めるもののほか、管理者の期末手当の支給については、一般職

の職員の例による。 

（旅費） 

第６条 管理者の旅費の種類及び額は、別表のとおりとする。 

（給与及び旅費の支給方法） 

第７条 管理者の給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員に支給する給与及

び旅費の例による。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

伊勢崎市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第２６号 

伊勢崎市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」

という。）第３８条第４項の規定に基づき、病院事業（介護老人保健施設事

業及び訪問看護事業を含む。）の職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第５７条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員

（以下「病院事業技能労務職員」という。）を除く。以下「病院事業職員」

という。）及び病院事業技能労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事

項を定めるものとする。 



（給与の種類） 

第２条 病院事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法第２８条の５

第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「職員」という。）の

給与の種類は、給料及び手当とする。 

２ 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた

全額とする。 

３ 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居

手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務

手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉

手当及び退職手当とする。 

（給料表） 

第３条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設

けるものとする。 

２ 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定める

ものとする。 

３ 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級に

おける最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第３８条第２項

及び第３項の規定の趣旨に従って定めなければならない。 

（管理職手当） 

第４条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊

性に基づき病院事業管理者（以下「管理者」という。）が指定するもの（以

下「管理職員」という。）について支給する。 

 （初任給調整手当） 

第５条 初任給調整手当は、医師の職にある職員で管理者が定めるものに対し

て支給する。 

 （扶養手当） 

第６条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 

２ 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主と

してその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 

⑴ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。



以下同じ。） 

⑵ 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 

⑶ 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

⑷ 満６０歳以上の父母及び祖父母 

⑸ 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹 

⑹ 重度の心身障害者 

 （地域手当） 

第７条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域

における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員に支給する。 

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、１

００分の２０を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額とする。 

（住居手当） 

第８条 住居手当は、自ら居住するための住宅（貸間を含む。）を借り受け、

管理者の定める額以上の家賃（使用料を含む。）を支払っている職員（管理

者が定める職員は除く。）に対して支給する。 

（通勤手当） 

第９条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。 

⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金

を負担することを常例とする職員 

⑵ 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員 

 （単身赴任手当） 

第１０条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴

い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情に

より、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公

署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に

通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難で

あると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、

単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤す

ることが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難である

と認められない場合は、この限りでない。 



２ 単身赴任手当の月額は、３万円（管理者が定めるところにより算定した職

員の住居と配偶者の住居との間の交通距離（以下「交通距離」という。）が

管理者が定める距離以上である職員にあっては、その額に、７万円を超えな

い範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が定める額を加算した額）とする。 

３ 職員以外の地方公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職

員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定める

やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員

で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤するこ

とが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認め

られるもののうち、単身で生活することを常況とする職員（任用の事情等を

考慮して管理者が定める職員に限る。）その他第１項の規定による単身赴任

手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者

が定める職員には、前２項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。 

４ 前３項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項そ

の他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

（特殊勤務手当） 

第１１条 特殊勤務手当は、職務の特殊性により給与上特別の考慮を必要とす

る職員及び勤務能率の向上を図るため勤務に対する特別の考慮を必要とし、

その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる職員に対して支

給する。 

（時間外勤務手当） 

第１２条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた

職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。 

（休日勤務手当） 

第１３条 職員には、正規の勤務日が休日等（国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」とい

う。）及び年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日までの日をい

い、祝日法による休日を除く。）をいい、代休日を指定されて、当該休日に

割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる

代休日をいう。以下同じ。）に当たっても正規の給与を支給する。 



２ 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜ

られた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。 

（夜間勤務手当） 

第１４条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前

５時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した

全時間について支給する。 

 （宿日直手当） 

第１５条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務に

ついて支給する。 

２ 前項の勤務は、第１２条、第１３条第２項及び前条の勤務には含まれない

ものとする。 

（管理職員特別勤務手当） 

第１６条 第１２条、第１３条第２項及び第１４条の規定については、管理職

員には適用しない。 

２ 管理職員特別勤務手当は、管理職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務

の運営の必要により、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。）又は休

日等（次項において「週休日等」という。）において勤務する場合に支給す

る。 

３ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊

急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前５時までの間であって

正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別

勤務手当を支給する。 

（期末手当） 

第１７条 期末手当は、６月及び１２月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業

の経営状況を考慮して支給する。 

（勤勉手当） 

第１８条 勤勉手当は、６月及び１２月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業

の経営状況を考慮して支給する。 

（退職手当） 

第１９条 職員が勤続期間６月以上で退職した場合又は勤続期間６月未満で退



職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。 

⑴ 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたた

め退職した場合 

⑵ 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合 

⑶ 前２号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合 

⑷ 在職中に死亡した場合 

２ 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職

をした者（当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の

額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、当該退職に係る退職手当の全

部又は一部を支給しないこととすることができる。 

⑴ 地方公務員法第２８条第４項の規定による失職をした者 

⑵ 地方公務員法第２９条の規定による懲戒免職の処分を受けた者 

⑶ 地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）

第１１条の規定に該当し退職させられた者 

３ 在職期間中に地方公務員法第２９条の規定による懲戒免職の処分を受ける

べき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、支払われる前に

あってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付さ

せることができる。 

４ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第２０条及び第２１条の規定によ

り解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職

手当を支給するものとする。 

５ 勤続期間１２月以上（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第２３条

第２項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものに

あっては、６月以上）で退職した職員が退職の日の翌日から起算して１年の

期間（管理者が指定する者については、管理者が指定する期間）内に失業し

ている場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手

当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定によ

る基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。 

（給与の減額） 

第２０条 職員が勤務しないときは、時間外勤務代休時間（時間外勤務手当の



一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。）又は休日等である

場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場

合を除き、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額

して給与を支給する。 

２ 職員が育児部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子

（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条

第１項に規定する子をいう。以下同じ。）を養育するため１日の勤務時間の

一部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）を勤務しないことをいう。）、

修学部分休業（当該職員が大学その他の教育施設における修学のため、２年

を超えない期間中、１週間の勤務時間の一部（１週間当たりの通常の勤務時

間の２分の１を超えない範囲内の時間に限る。）を勤務しないことをいう。）、

介護休暇（当該職員が要介護者（配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管

理者が規定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわた

り日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をするた

め、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）

又は介護時間（当該職員が要介護者の介護をするため、１日の勤務時間の一

部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）につき勤務しないことが相当

であると認められる場合における休暇をいう。）の承認を受けて勤務しない

場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤務１

時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

（休職者の給与） 

第２１条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支

給することができる。 

（専従休職者の給与） 

第２２条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第６条第１項ただし書の許

可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給し

ない。 

（育児休業の承認を受けた職員の給与） 

第２３条 地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項の承認を受けた

職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、



期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。 

（自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与） 

第２４条 地方公務員法第２６条の５第１項の承認を受けた職員には、同項の

自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。 

（配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与） 

第２５条 地方公務員法第２６条の６第１項の承認を受けた職員には、同項の

配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。 

（非常勤職員の給与） 

第２６条 病院事業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を

考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。 

（病院事業技能労務職員の給与の種類及び基準） 

第２７条 病院事業技能労務職員の給与の種類は、給料、管理職手当、扶養手

当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外

勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、

勤勉手当及び退職手当とする。 

２ 前項の給与のうち退職手当の基準は伊勢崎市職員退職手当支給条例（平成

１７年伊勢崎市条例第４９号）の規定により、その他の給与の基準は職員の

給与との権衡を考慮し、企業管理規程で定める。 

（再任用職員についての適用除外） 

第２８条 第６条、第８条及び第１９条の規定は、地方公務員法第２８条の４

第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定

により採用された職員には適用しない。 

（委任） 

第２９条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

２ 伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例第４

５号）の一部を次のように改正する。 



第３条第１項第３号から第５号までを削る。 

  第３条の２第１号中「別表第６」を「別表第３」に改め、同条第２号中

「別表第７」を「別表第４」に改め、同条第３号から第５号までを削る。 

  第５条第５項中「（規則で定める職員にあっては、５６歳以上の年齢で規

則で定めるもの）」を削る。 

  第１９条第１項ただし書を削る。 

  第２３条の２第２項中「別表第１１」を「別表第５」に改める。 

  別表第３から別表第５までを削る。 

  別表第６を別表第３とし、別表第７を別表第４とする。 

  別表第８から別表第１０までを削る。 

別表第１１を別表第５とする。 

 （伊勢崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

３ 伊勢崎市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例第４

６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「別表第６」を「別表第３」に改める。 

  第３条第２項ただし書及び第３項を削る。 

  第４条第３項及び第４項を削る。 

  別表第４から別表第６までを削る。 

 

 

伊勢崎市病院事業管理者の退職手当に関する条例をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 

伊勢崎市条例第２７号 

伊勢崎市病院事業管理者の退職手当に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、病院事業管理者（以下「管理者」という。）の退職手当



に関し必要な事項を定めるものとする。 

（適用範囲） 

第２条 この条例の規定による退職手当は、管理者が退職した場合に、管理者

（死亡による退職の場合は、その遺族）に支給する。 

２ 前項の退職手当は、管理者が任期満了の日の翌日引き続き管理者となり在

職する場合は、任期ごとに支給する。 

（退職手当の額） 

第３条 管理者に対する退職手当の額は、退職又は死亡した日の属する月の給

料月額に勤続月数を乗じて得た額に、１００分の３０を乗じて得た額とする。 

２ 前項の勤続月数の計算は、管理者となった日から起算してこれに応当する

日の前日までを１月として計算する。この場合において、１月に満たない日

数は、１月とする。 

３ 管理者が、公務により死亡退職した場合の退職手当の額は、前２項の規定

によって計算して得た額に、１００分の５０を乗じて得た額を加算して支給

する。 

４ 管理者が公務による傷病のため退職した場合は、第１項及び第２項の規定

によって計算して得た額にその都度議会の議決を経て定める額を加算して支

給することができる。 

（運用に関する規定） 

第４条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、伊勢崎市職員退職手

当支給条例（平成１７年伊勢崎市条例第４９号）の例による。 

   附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

伊勢崎市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

 



伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

 

伊勢崎市条例第２８号 

伊勢崎市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例 

 伊勢崎市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例（平成１７年伊勢崎市

条例第２０４号）の一部を次のように改正する。 

別表中「１，３８０円」を「１，３９２円」に、「４６０円」を「４６４円」

に、「１，６４０円」を「１，６６８円」に、「３７０円」を「３７７円」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の伊勢崎市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例別表の規定

は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る利用

料について適用し、施行日前の利用に係る利用料については、なお従前の例

による。 

 


